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１．運輸安全に関する最近の動き 

○ 運輸事業者への支払保険金額の調査結果について 

 輸送の安全の確保を図るため、従来からの安全規制に加えて、運輸事業者が経営トップか

ら現場まで一丸となって安全管理体制を構築・改善していくことを目的とした運輸安全マネ

ジメント制度は、平成１８年１０月より導入されているところですが、今般、安全管理規程

等が義務付けられ運輸安全マネジメントに取り組んでいる事業者と安全管理規程等が義務付

けられていない事業者において、安全性の向上度合いに違いが生じているかどうかを把握す



るため、保険会社の協力を得て、事故時に運輸事業者へ支払われた保険金額（自賠責保険は

除く）の調査を行いました。 

この調査は、乗合旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者のうち、運輸安全マネ

ジメントが開始された平成１８年度とその３年後の平成２１年度において、同じ保険会社と

保険契約を締結している事業者の中から無作為にそれぞれ１０～２５者抽出し、当該年度に

おける支払保険金額を集計することにより行いました。 

その結果、下の図の通り、安全管理規程等が義務付けられ運輸安全マネジメントに取り組

んでいる事業者については、平成２１年度の支払保険金額が平成１８年度より半減している

一方、安全管理規程等が義務付けられていない事業者については、あまり変化が無いという

データが得られました。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 安全に関する企業風土測定ツールの公開及び実施支援について 

国土交通政策研究所では、「運輸安全マネジメント制度」を踏まえ、輸送の安全確保のみ

ならず、労働災害等も含めた業務遂行上の安全リスクを、組織として管理するノウハウ（組

織的安全マネジメント手法）について広く他の産業分野における取組も含めて調査・分析を

行ってきました。  

その成果として今般、経営者層の安全に対する考え方や取組が現場の従業員に至るまでど

の程度浸透しているか等を運輸事業者自らが測り、その結果を活用して改善に結びつけるた

めの、安全に関する企業風土測定ツール（「安全に関する社員アンケート調査票」とその「安

全アンケート実施・分析マニュアル」）を作成・公開いたしました。  

※上記は、保険契約台数 1000 台あたりに換算した支払保険金額  
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本測定ツールは、８社約３,２００名を対象とした試行調査と明治大学政治経済学部森下正

教授等学識経験者のアドバイスを踏まえて、今般公開に至ったものです。  

今回公開するのは自動車運送事業者（トラック、バス、タクシー）向けのものです。この

ツールの利用を希望（検討）される場合は、国土交通政策研究所にお問い合わせください。  

また、平成24年1月までの期間は、本調査票を用いた安全に関するアンケートの実施支援を

行います（アンケート調査票回収にかかる通信費のみご負担願います。）。  

「安全に関するアンケート調査 設計と分析の考え方」及び「安全に関するアンケート調査

実施支援」の詳細を国土交通政策研究所のホームページに掲載していますのでご覧ください。 

 

国土交通政策研究所：http://www.mlit.go.jp/pri/shiryou/press/press20110629.html 

 

 

 

２．現場だより 

○ 「北海道運輸局運輸安全マネジメントセミナー」の開催について（北海道運輸局） 

北海道運輸局では、平成２３年６月２日（木）～３日（金）の２日間、札幌第２合同庁舎

講堂において、長岡技術科学大学 システム系 准教授・弁護士の岡本先生を講師に招き、

運輸事業（鉄道・自動車・海運・航空）の安全担当部署に所属する方を対象に「運輸安全マ

ネジメントセミナー」を開催致しました。 

当セミナーは「ガイドライン」「内部監査」「リスク管理」の３つの講義に分けて行い、

それぞれ定員（１００名）を超える参加があり、３講義で３３０名に出席をいただきました。 

 運輸安全マネジメント制度に対する意識の高さからか、当局への直接の申し込みを含め、

締め切りを待たずに定員に達し、締め切り後も是非出席したいという事業者があり、また、



その他にも多くの職員の出席希望もあり、事務局では嬉しい一方で、会場の収容人員を気に

しながらの開催となりました。                                

 

２日午後から始まった「ガイドラインセミ

ナー」には、定員を超える１１１名の出席が

あり、「運輸事業者における安全管理の進め

方に関するガイドライン」について、安全管

理体制の構築や継続した改善を推進するため

のねらいや取組方法などに関して、途中休憩

を挟みながら４時間の講義が行われました。 

３日午前の「内部監査セミナー」には、 

１０９名の出席があり、資料の「安全管理体 

制に係る内部監査について」に沿い、組織体 

【３講義すべて立ったままの岡本講師】  制、内部監査員の選出など内部監査の実施の 

ポイントについて講義が行われました。午後か

らの「リスク管理セミナー」には、１１０名の出席があり、資料の「事故、ヒヤリ・ハット

情報の収集・活用法（リスク管理）の理解を深めるために」に沿い、リスク管理に関する情

報の収集、分類、分析の方法などについて、具体的な事例を交えながら講義が行われました。 

 

 例年より気温は多少低いものの、１００

名を超える参加者の会場は熱気ムンムン・

湿度蒸し蒸しの中の実施となりましたが、 

約半数の方が全てのセミナーを受講されお

疲れだったことと思いますが、このセミナ

ーで得た知識を自社での安全管理体制の構

築とその継続的な改善のための参考として

頂き、一層の事故防止に取り組んで頂けれ

ばと考えています。 

 終わりに、講師の岡本先生におかれまし 

    【熱心に聞き入る参加者】      ては、長時間に渡り講義を頂きありがとう  

                     ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．運輸安全取組事例の紹介 

今回は、編集部が最近お話を伺った運輸安全取組事例を２件と地方運輸局から紹介のあっ

た４件を掲載します。 

 

○感謝の気持ちを伝えるコミュニケーション確保に関する取組 

（事業者名：日本エアコミューター株式会社） 

全社的にコミュニケーションの向上を図るため、仕事上の何気ない「気配り」や「励まし」

などに対する感謝の気持ちを形にして伝える取組を行っています。 

→詳細は http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/List/data073.pdf 

 

○安全方針の周知徹底の工夫              （事業者名：宮崎カーフェリー株式会社） 

安全方針の周知徹底を図るため、現場の意見を反映させた安全方針の周知方法の変更を実

施しております。 

→詳細はhttp://www.mlit.go.jp/unyuanzen/List/data070.pdf 

 

○乗務員の個別教育指導                          （事業者名：山陽電気鉄道株式会社） 

乗務員への教育指導を充実させるため、少人数単位での対面教育指導を月１回実施し、各

人の資質・理解度に合わせたきめ細かな指導を実現するとともに、恒常的なテーマのみにと

どまらず、直近で発生した自社及び他社事案を教材とした教育指導を行っています。 

→詳細は http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/List/data071.pdf 

 

○現場係員が主体となった事故防止のための取組     （事業者名：西日本鉄道株式会社） 

事故の未然防止を図るため、現場係員が主体となって、安全上の課題の抽出、傾向分析、

対策立案及び実施までを行う小集団活動を実施しております。 

→詳細は http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/List/data072.pdf 

 

○「週間安全報告書」の作成・報告・活用    （事業者名：大阪府都市開発株式会社） 

全社員の安全意識を向上させるため、定期的に開催している会議体及び「週間安全報告書」

を活用し、現場と一体となって事故、トラブル原因分析及び対策立案を行うとともに、情報

の共有化、課題認識の共通化に努めています。 

→詳細は http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/List/data074.pdf 

 

○経営陣と現場社員の安全に関するコミュニケーションの向上 

（事業者名：高松琴平電気鉄道株式会社） 

経営陣と現場社員のコミュニケーションの向上を図るため、運転事故・輸送障害に関する

情報のデータベース化を行い社内の情報共有を図るとともに、それらの情報を活用した対策

の実施や役員による現場確認を行っています。 

→詳細は http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/List/data075.pdf 
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